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既設高架橋を存置させた改修計画に関する設計施工事例 
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１．はじめに 

都市部における連続立体交差事業の起点付近において，既設の桁式鉄道高架橋を存置しながら活線施工方式で補

強を行い，軌道扛上した工事について，構造形式の検討・設計，施工計画，また工事期間中の計測管理をおこなっ

た事例を報告する． 

 

２．計画概要 

計画対象高架橋は連立事業の起点付近に位置し，現在線の高架橋高さは 3.8～5.4.ｍ程度，延長は 97ｍである．鉄

道線形は直線区間，縦断勾配は 13‰と 21‰の縦曲線区間となっている．事業全体としては仮線施工方式を採用して

いるが，完成後の平面線形は現在線とほぼ同等となる．軌道構造はバラスト軌道であり，当該区間の軌道扛上は最

大 1.5ｍ程度であり，バラスト投入により扛上する．なお，当該箇所の地盤は軟弱層が厚く，支持層は GL－26ｍ程

度である．高架下はテナントなどが入っておらず，補強工事についての制約は無い．  

 

３．構造計画 

対象となる既設高架橋は建設して 90 年が経過する老朽構造物であり，加えて軟弱地盤上に不完全支持杭として

構築された構造であることから，地震時（液状化）において構造物の沈下が懸念された．そのため，現行の耐震基

準を満足させるためには大規模な補強や再構築も視野に入れた検討が必要であったが，既存躯体の老朽化が進んで

いることから，既存躯体を活かして補強するとしても大規模なものとなり，また，既存躯体を撤去しての施工とす

るには，当該区間全線を工事桁化しての改築となり工事費の増大が想定されたため，既設高架橋を存置・活用する

方針とした．そこで，図-1 に示すように既設高架橋下の空間内に完全支持杭となる杭基礎有する RC ボックスカル

バートを構築する構造計画とした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針としては，既存躯体はその

まま存置するが構造部材としては考

慮せず，埋設物の一部として取り扱う

こととした．よって，新設ボックスカ

ルバートの設計では，既存躯体は死荷

重として考慮し構造計算を実施した．

計算結果より，ボックスカルバートの

構造寸法は右図（図-2，図-3）の通り

となった．杭については完全支持させ
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図-5 ラインゲージ取付位置 

図-4 杭打設断面図 

図-6 計測結果（鉛直変位）例 

るため，杭長 L=26ｍ程度，杭径はφ812.8ｍｍの鋼管杭とした． 

４．施工計画 

本計画の施工手順は次の通りである．まず，高架下

地盤を 1.4ｍ程度掘削し，施工基面を整正する．そし

て，基礎杭打設からボックスカルバート構築までを施

工する手順とした．右図（図-4）に杭打設時の状況を

示す． 

先にも述べたように当該工事は軟弱地盤上での施

工となるため，杭打設による地盤の緩みや，掘削・コ

ンクリート打設に伴う地盤に対する荷重の変化によ

り，既設構造物や周辺地盤に変位・変形が生じる恐れがある．

そのため，杭打設については，中堀り先端根固め工法を採用するとともに，重量変化に対しては情報化施工（計測

管理）により入念に監視する体制とした． 

 

５．計測管理 

計測管理は補強工事の着手 1 ヶ月前から工事完了までの期間で実施した．

水平変位および鉛直変位の管理値は共に，軌道の整備基準値などを参考に，

一次管理値を±3ｍｍ，二次管理値を±5ｍｍ，三次管理値を±7ｍｍと設定

した．計測機器については，ラインゲージを用いている（図-5）． 

計測結果（鉛直変位）を下図（図-6）に示すが，ボックスカルバート底版

コンクリート打設時において 0.2ｍｍほどの沈下量となり，約 1 日かけて元

の水準まで戻っているが，長期的には緩やかな沈下挙動を示している． 

 

 

 

 

 

 

その結果，鉛直変位が一次管理基準値を超過したが，緩やかな沈下挙動を示していたことから事前に予測できる

状況にあったため，軌道整備の実施により速やかに対応することができた． 

なお，施工完了時のトータル変位は水平変位で-1.4ｍｍ，鉛直変位で-5.7ｍｍ（軌道整備による変位のリセットは

考慮していない）であった． 

 

６．まとめ 

鉄道営業線の既設構造物に近接して実施する工事では，地盤や既設構造物に想定外の変位や応力が発生し，列車

の運行に支障をきたす恐れがある．構造計画の立案に当たっては，所定の性能を確保するだけでなく，工事中の安

全確保にも十分配慮することが求められ，設計・施工が一体となって取り組むことが重要となる． 
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